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大阪市新型インフルエンザ等対策行動計画の法的根拠

新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成二十四年法律第三十一号）

第１条
(抜粋)

新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画、新型インフルエンザ等の発生時における措置、新型インフル
エンザ等まん延防止等重点措置、新型インフルエンザ等緊急事態措置その他新型インフルエンザ等に関する
事項について特別の措置を定めることにより、感染症法その他法律と相まって、新型インフルエンザ等に対
する対策の強化を図り、もって新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護し、並び
に国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とする。

第８条
第１項

市町村長は、都道府県行動計画に基づき、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関す
る計画を作成するものとする。

特措法が制定され、「大阪市新型インフルエンザ等対策行動計画」を 
平成26年１月に策定している。

新型インフルエンザ等対策行動計画 感染症予防計画

根拠法令 新型インフルエンザ等対策特別措置法
感染症の予防及び感染症の患者に
対する医療に関する法律

目 的
国民の生命及び健康を保護、並びに国民
生活及び国民経済に及ぼす影響の最小化

感染症の発生予防及びまん延防止
により、公衆衛生の向上及び増進
を図る

対象となる
感染症

・新型インフルエンザ等感染症
・指定感染症
・新感染症

・一類～五類感染症
・新型インフルエンザ等感染症
・指定感染症
・新感染症

策定時期
平成２６年１月
※直近改定（一部）：令和５年５月

令和６年３月

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
（平成十年法律第百十四号）

第１０条
第１４項

保健所設置市等は、基本指針及び当該保健所
設置市等の区域を管轄する都道府県が定める
予防計画に即して、予防計画を定めなければな
らない。

令和４年１２月の改正感染症法に基づき、
「大阪市感染症予防計画（初版）」を令和６
年３月に策定

≪大阪市≫
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新型インフルエンザ等対策政府行動計画 改定のポイント
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初の抜本改定



新型インフルエンザ等対策政府行動計画（改定版）の概要
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大阪府新型インフルエンザ等対策行動計画（第２版）の概要
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大阪市新型インフルエンザ等対策行動計画 (改定版)の概要 ＊既存計画との比較

◆特措法に基づき、新型インフルエンザ等による感染症危機が発生した場合に、 平時の準備や感染症発生時の対策
の内容を示した計画（策定：平成２６年１月 直近改定：令和５年５月）

・感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護する
・市民生活及び市民経済に及ぼす影響が最小となるようにする

＜行動計画改定のポイント＞

＜計画に基づく対策の目的（現行計画から変更なし）＞

現行計画 今回の改定計画

対象疾患 主に新型インフルエンザを想定 新型インフルエンザ・新型コロナウ
イルス感染症以外の幅広い呼吸器感
染症等も念頭に置いた想定

対策時期 ５期 ３期（準備期・初動期・対応期）

対策項目 ６項目 １３項目

未発生期 新型インフルエンザ等が発生していない状態

海外で新型インフルエンザ等が発生した状態

国内のいずれかで新型インフルエンザ等が発生してい
るが、大阪府内では発生していない状態

府 内
発生早期

大阪府内で新型インフルエンザ等の患者が発生してい
るが、全ての患者の接触歴を疫学調査で追える状態

府 内
感 染 期

新型インフルエンザ等の患者の接触歴が疫学調査で追
えなくなった状態

小 康 期
新型インフルエンザ等の患者の発生が減少し、低い水準
でとどまっている状態

府 内
未発生期

発生前の段階

国内で発生した場合を含め世界で新
型インフルエンザ等に位置付けられる
可能性がある感染症が発生した段階

a
市内の発生当初の封じ込めを念頭に対
応する時期

b
市内で感染が拡大し、病原体の性状等に
応じて対応する時期

c
ワクチンや治療薬等により対応力が高ま
る時期

d
流行状況が収束し、特措法によらない基
本的な感染症対策に移行する時期

対応期

初 動 期

準 備 期①実施体制 ①実施体制
②情報収集・分析

②サーベイランス・情報収集 ③サーベイランス
③情報提供・情報収集・連絡調整・相談啓発 ④情報提供・共有、リスクコミュニケーション

⑤水際対策
④予防・まん延防止 ⑥まん延防止

⑦ワクチン
⑤医療 ⑧医療

⑨治療薬・治療法
⑩検査
⑪保健
⑫物資

⑥市民生活・市民経済の安定の確保 ⑬市民生活及び市民経済の安定の確保

対
策
項
目

対策時期



大阪市新型インフルエンザ等対策行動計画(改定版)の概要

◆新型インフルエンザ等対策特別措置法（特措法）第8条の規定により、平時の準備や感染症発生時の対策の内容を示
した計画（策定：平成２６年１月 直近改定：令和５年５月）
◆政府行動計画及び大阪府行動計画の抜本的改定を受け、市も策定以来初の抜本改定を実施

１計画の目的

〇感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護する

〇市民生活及び市民経済に及ぼす影響が最小となるようにする

２改定のポイント

幅広い感染症に
対応

新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症以外の幅広い呼吸器感染症
等も念頭に、中長期的に複数の波が来ることも想定

柔軟かつ機動的
な対策の切替え

状況の変化と感染拡大防止・社会経済活動のバランスを踏まえたリスク評価
に基づく対策の柔軟かつ機動的な切替え

時期に応じた戦
略

対策項目ごとに3期（準備期・初動期・対応期）に再設定のうえ、準備期の取組
みを充実
有事のシナリオを整理（対応期は4時期に区分）

項目の拡充 対策項目を13項目に拡充し、記載を充実

３ 時期区分

準備
期

初動期 対応期（基本的対処方針に基づく対応が実施されて以降）

発生
前の
段階

発生の疑いを把握し
た時点から、政府対
策本部が設置されて
基本的対処方針が定
められ、これが実行
されるまでの間

特措法によ
らない基本
的な感染症
対策に移行
する時期

ワクチンや治療
薬等により対応
力が高まる時期

病原体の
性状等に
応じて対応
する時期

封じ込めを
念頭に対応
する時期

４ 対象となる感染症

５ 構成

第１部 新型インフルエンザ等対策特別措置法と行動計画

第2部 新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針

〇目的及び基本戦略、考え方
〇幅広く対応できるシナリオ
〇留意事項、役割分担、対策項目
〇実効性を確保するための取組み等

第3部 新型インフルエンザ等の各対策項目の考え方及び取組

①実施体制 ②情報収集・分析 ③サーベイランス
④情報提供・共有、リスクコミュニケーション
⑤水際対策 ⑥まん延防止 ⑦ワクチン
⑧医療 ⑨治療薬・治療法 ⑩検査 ⑪保健 ⑫物資
⑬市民生活及び市民経済の安定の確保

６



大阪市新型インフルエンザ等対策行動計画(改定版)の概要

準備期
（平時）

初動期（政府対策本部が設置されて基本的対処方
針が定められ、これが実行されるまでの間）

対応期
（基本的対処方針に基づく対応が実行されて以降）

第１章 実施体制 ■行動計画、業務計画等の作成・変更
■有事体制を構成する人員への研修等の実施≪新・市独≫

■市対策本部を設置し、対応方針を決定
■全庁的な対応による必要な人員体制の強化≪新・市独≫

■各対策の実施状況に応じて柔軟に実施体制を整備
■府方針に基づく地域の実情に応じた対策の実施≪新≫

第２章 情報収集・分析 ■関係機関との連携によるリスク評価体制の整備≪新・独≫
■FETPへの職員派遣等による感染症専門人材の育成・活用≪新・独≫

■情報収集・分析及びリスク評価の実施と感染症対策の迅速
な判断・実施≪新・独≫

■流行状況やリスク評価に基づき、感染症対策の柔軟かつ機動
的な切替え≪新≫

第３章 サーベイランス ■平時の感染症サーベイランスの実施
■感染症サーベイランスに関係する人材育成や確保≪新≫

■有事の感染症サーベイランスの開始 ■流行状況に応じたサーベイランスの実施

第４章 情報提供・共有、ﾘｽｸ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ≪新≫

■基本的な感染対策等の市民等への情報提供・共有
■偏見・差別等や偽・誤情報に関する市民等への啓発≪一部 新・独≫

■双方向のリスクコミュニケーションの実施（コールセンター
設置や市民の意見等の把握）≪新・独≫

■病原体の性状等に応じて変更する対策についての市民等へ
の情報提供・共有≪新・独≫

第５章 水際対策≪新≫ ■会議や研修、訓練等を通じた検疫所等との連携体制の構築≪独≫ ■検疫所と連携した健康観察や積極的疫学調査等によるま
ん延防止のための措置

■府を通じて国に対する健康観察の代行要請≪新≫

第６章 まん延防止 ■想定される対策や意義の市民や事業者等への周知広報、理解促進
■基本的な感染対策の普及や学校、高齢者施設等による基本的な感染対策の実
施

■感染症法に基づく入院勧告等の対応
■健康危機対処計画に基づく対応の準備≪新・独≫

■感染症の特徴、感染状況や市民生活・市民経済への影響を踏
まえたまん延防止対策の実施

■時期に応じたまん延防止対策の実施≪新≫

第７章 ワクチン≪新≫ ■医療関係団体等と連携した接種体制構築に向けた準備≪新≫
■科学的根拠に基づく予防接種の啓発、理解促進≪新・独≫

■接種会場や接種に携わる医療従事者等の確保≪新・独≫ ■住民接種等の実施と感染状況を踏まえた接種体制の拡充
≪新・一部独≫

■副反応に関する相談窓口の検討≪新・一部独≫

第８章 医療 ■感染対策向上加算届出医療機関等との連携強化≪新・市独≫
■患者等の移送のための車両の確保等の体制整備≪新≫

■受診調整等を行う相談センターの設置 ■健康観察や配食等のサービスの提供による生活支援の実施
≪新≫

第９章 治療薬・治療法
≪新≫

■国が示す診療方針等に基づく治療薬・治療法等の感染症指定医療機関等に対する情報提供≪新≫
■府と連携した抗インフルエンザウイルス薬の予防投与や有症時への対応

■国が示す診療方針等に基づく治療薬・治療法等の協定締結医
療機関等に対する情報提供≪新≫

第10章 検査≪新≫ ■大安研や保健衛生検査所における検査体制の整備≪新≫ ■大安研や保健衛生検査所を中心とした検査の実施≪新≫ ■検査措置協定等に基づく検査体制の拡充≪新≫

第11章 保健≪新≫ ■有事体制を構成する人員の確保と研修等の実施≪新・市独≫
■健康危機管理保健師の配置など、有事に迅速に保健所へ参集できる体制の整
備≪新・市独≫

■健康危機対処計画に基づく有事体制への移行準備≪新≫ ■健康危機対処計画に基づく有事体制の確立≪新≫
■業務の一元化や外部委託等による業務効率化の推進≪新≫

第12章 物資≪新≫ ■感染症対策物資等の備蓄 ■感染症対策物資等が不足するおそれがある場合、府への必要
な対応の要請

第13章 市民生活及び市民
経済の安定の確保

■市民や事業者に対する、柔軟な勤務形態等の導入準備の推奨、衛生用品、食
料品や生活必需品等の備蓄の推奨≪新≫

■生活関連物資等の安定供給に関する市民等及び事業者へ
の呼び掛け≪独≫

■生活関連物資等の安定供給に関する市民等及び事業者への
呼び掛け≪独≫

■心身への影響に関する施策、教育及び学びの継続に関する支
援≪新≫

■国の方針に基づく事業者支援≪新≫ ７

≪13項目の主な取組≫ 【凡例】≪新≫新規取組 ≪市独≫市独自の取組 ≪独≫府独自の取組



大阪市新型インフルエンザ等対策行動計画の改定スケジュール
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大阪市
行動計画
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※１
意見
聴取

※２
報告

８

素案作成

本日 次回

案作成
パブ
コメ 改定

議会
報告

※１・・・特措法第８条第3項（他の地方公共団体と関係がある事項を定めるときは、当該団体の長の意見を聴かなければならない）
※２・・・特措法第８条第４項（行動計画を作成したときは、都道府県知事に報告しなければならない）
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